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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第150期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第151期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第150期

会計期間

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　６月30日

自　平成22年
　　４月１日
至　平成22年
　　６月30日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成22年
　　３月31日

売上高 (千円) 2,501,4032,374,22810,207,938

経常利益 (千円) 277,768 154,6601,070,779

四半期(当期)純利益 (千円) 164,723 115,218 313,643

純資産額 (千円) 2,816,8953,020,3682,963,165

総資産額 (千円) 10,321,84610,378,65611,720,540

１株当たり純資産額 (円) 280.34 300.60 294.91

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 16.39 11.47 31.21

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 27.3 29.1 25.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 344,0691,389,199△283,134

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △71,896 △26,309△186,095

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △412,780△476,157 153,074

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,418,8792,124,0941,243,331

従業員数 (名) 309 317 310

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当企業集団は、当社、子会社４社で構成されており、消防機器、航空・宇宙機器部品、工業用各種ゴム製品

の製造および販売と、不動産の賃貸ならびに管理の事業活動を展開しております。

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 317

(注) 従業員数は就業人員であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 303

(注) 従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称 生産高(千円)
前年同四半期比

(％)

消防・防災事業 636,277 ―

航空・宇宙、工業用品事業 775,107 ―

合計 1,411,385 ―

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　金額は、販売価格によっております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

消防・防災事業 1,588,291 ― 361,343 ―

航空・宇宙、工業用品事業 815,758 ― 1,830,464 ―

合計 2,404,049 ― 2,191,808 ―

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称 販売高(千円)
前年同四半期比
（％）

消防・防災事業 1,427,945 ―

航空・宇宙、工業用品事業 837,133 ―

不動産賃貸事業 109,150 ―

合計 2,374,228 ―

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

官公庁 ― ― 654,765 27.6

三菱重工業㈱ 332,563 13.3 ― ―

(注) 当第１四半期連結会計期間の三菱重工業㈱並びに前第１四半期連結会計期間の官公庁については、当

該割合が100分の10未満のため記載を省略しました。
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２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動は

ありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はあり

ません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したもので

あります。

(1) 経営成績に関する分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国や新興国向けの輸出の増加から一部では景況

感に改善がみられたものの、ギリシャ危機に端を発した欧州金融市場の混乱により、急激な円高など先行

き不透明感が増しております。設備投資や個人消費も政府の景気対策の効果などにより一部明るさは見

られるものの、雇用や所得環境は依然として厳しい状況で推移しました。

　このような状況のもとで当社グル－プといたしましては、新事業の展開、付加価値の高い製品の企画・

開発、生産性の向上、金融収支の改善などの努力をいたしました。

その結果として、売上高は23億７千４百万円（前年同四半期比5.1％減）、営業利益１億７千１百万円

（前年同四半期比42.9％減）、経常利益１億５千４百万円（前年同四半期比44.3％減）、四半期純利益１

億１千５百万円（前年同四半期比30.1％減）となりました。

　セグメント情報につきましては、当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会

計基準」（企業会計基準第17号）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第20号）を適用し、従前の「製造事業」及び「不動産賃貸事業」の二つの報告セグメ

ントから、「消防・防災事業」、「航空・宇宙、工業用品事業」、「不動産賃貸事業」の三つの報告セグメ

ントに変更しております。

　当第１四半期連結会計期間における報告セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

（消防・防災事業）

　消防・防災事業では、屋内外消火栓用ホ－スの販売が堅調であったことから、売上高は14億２千７百万

円、営業利益は１億８千８百万円となりました。

（航空・宇宙、工業用品事業）

　航空・宇宙部門では、前年同四半期にあった一部機種の先行納入や交換部品の販売減により前年同四半

期に比べ売上高は減少となりました。工業用品部門では、中東向けホ－ス、発電所用ホ－ス及び建機向け

ホ－ス等が伸びたものの、タンクシールの販売が減少し売上高は微減となりました。その結果、売上高は

８億３千７百万円、営業利益は２千５百万円となりました。

（不動産賃貸事業）

　不動産賃貸事業は、個人消費の低迷により売上高は１億９百万円（前年同四半期比0.8％減）、修繕費の

増加により営業利益は３千８百万円（前年同四半期比13.6％減）となりました。

　

(2) 財政状態に関する分析

①資産

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産は67億３千７百万円（前連結会計年度末比13億４百万

円減）となりました。これは主として、前連結会計年度末の売上債権の回収が進捗したこと、その回収金

を仕入債務、法人税等の支払及び借入金の返済に充当したことによるものです。また、固定資産は36億４

千１百万円（前連結会計年度末比３千７百万円減）となりました。これは主として、固定資産の償却によ

るものです。

　この結果、資産合計は103億７千８百万円（前連結会計年度末比13億４千１百万円減）となりました。

②負債

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債は49億２千７百万円（前連結会計年度末比12億２千１

百万円減）となりました。これは主として、前連結会計年度末に集中した売上に対応する仕入債務、法人

税等の支払による減少と、短期借入金の減少によるものです。また、固定負債は24億３千万円（前連結会

計年度末比１億７千８百万円減）となりました。これは、主に長期借入金の返済によるものです。
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③純資産

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ四半期純利益１億１千５百万

円による増加と、配当金の支払５千万円による減少により30億２千万円（前連結会計年度末比５千７百

万円増）となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末より８億８千万円増の21億２千４百万円（前連結会計年度末比70.8％増）となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益１億８千８百万円、減価償却費５千

１百万円、賞与引当金の増加額１億２千７百万円、売上債権の減少額19億３千８百万円、たな卸資産の減

少額２億７千２百万円など資金の増加項目に対し、仕入債務の減少額８億２千４百万円、利息の支払額２

千万円、法人税等の支払額３億９千７百万円など資金の減少項目により、13億８千９百万円の資金の増加

（前年同四半期は３億４千４百万円の増加）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出２千１百万円、保険積立などその他支出５

百万円により２千６百万円の資金の減少（前年同四半期は７千１百万円の減少）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フロ－は、長短借入金純額で４億２千５百万円の返済と配当金の支払５千

万円により４億７千６百万円の資金の減少（前年同四半期は４億１千２百万円の減少）となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

消防・防災事業及び航空・宇宙、工業用品事業において事業戦略上急務となっている技術開発に取り

組んでおります。

　その結果、当第１四半期連結会計期間における研究開発費は37,849千円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間における設備の新設、除却等の計画については、主に更新設備が中心であ

り、重要な設備の新設、除却等及び設備計画の重要な変更はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 18,000,000

計 18,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,120,00010,120,000
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数　1,000株

計 10,120,00010,120,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年６月30日 ― 10,120,000 ― 506,000 ― 285,430

(注)　当第１四半期会計期間における増減はありません。

　

(6) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成22年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　72,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

10,010,000
10,010 ―

単元未満株式 普通株式　38,000 ― ―

発行済株式総数 10,120,000― ―

総株主の議決権 ― 10,010 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式183株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成22年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
櫻護謨株式会社

東京都渋谷区笹塚
一丁目21番17号

72,000 ― 72,000 0.71

計 ― 72,000 ― 72,000 0.71

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成22年４月 ５月 ６月

最高(円) 201 219 225

最低(円) 190 187 184

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日

まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、藍監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,293,294 1,412,531

受取手形及び売掛金 ※２
 1,986,770

※２
 3,925,226

商品及び製品 91,524 134,977

半製品 441,125 513,725

仕掛品 1,022,408 1,222,868

原材料及び貯蔵品 474,557 430,685

その他 ※２
 496,131

※２
 512,902

貸倒引当金 △68,383 △111,026

流動資産合計 6,737,428 8,041,891

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,834,320 1,848,845

土地 1,093,514 1,093,514

その他（純額） 307,735 335,723

有形固定資産合計 ※１
 3,235,571

※１
 3,278,084

無形固定資産 11,664 11,664

投資その他の資産

投資有価証券 106,806 115,004

その他 523,010 518,551

貸倒引当金 △235,823 △244,654

投資その他の資産合計 393,992 388,901

固定資産合計 3,641,227 3,678,649

資産合計 10,378,656 11,720,540
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 937,521 1,761,887

短期借入金 1,490,000 1,660,000

1年内償還予定の社債 64,000 64,000

1年内返済予定の長期借入金 1,319,834 1,386,783

未払法人税等 104,781 414,729

賞与引当金 344,695 216,993

役員賞与引当金 12,000 53,000

その他 654,768 591,277

流動負債合計 4,927,600 6,148,670

固定負債

社債 388,000 388,000

長期借入金 1,151,418 1,340,387

退職給付引当金 419,223 427,737

役員退職慰労引当金 165,247 160,613

資産除去債務 9,836 －

その他 296,962 291,967

固定負債合計 2,430,687 2,608,704

負債合計 7,358,287 8,757,375

純資産の部

株主資本

資本金 506,000 506,000

資本剰余金 285,430 285,430

利益剰余金 2,286,056 2,221,076

自己株式 △26,837 △26,837

株主資本合計 3,050,648 2,985,669

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,206 3,227

繰延ヘッジ損益 △28,073 △25,731

評価・換算差額等合計 △30,280 △22,503

純資産合計 3,020,368 2,963,165

負債純資産合計 10,378,656 11,720,540
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 2,501,403 2,374,228

売上原価 1,775,549 1,780,088

売上総利益 725,854 594,140

販売費及び一般管理費 ※
 425,074

※
 422,449

営業利益 300,779 171,690

営業外収益

受取利息 94 33

受取配当金 1,587 1,719

その他 5,472 13,035

営業外収益合計 7,155 14,788

営業外費用

支払利息 21,328 20,776

社債利息 1,434 1,523

その他 7,403 9,518

営業外費用合計 30,166 31,818

経常利益 277,768 154,660

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 42,736

特別利益合計 － 42,736

特別損失

固定資産除却損 262 506

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,631

特別損失合計 262 9,137

税金等調整前四半期純利益 277,505 188,259

法人税、住民税及び事業税 175,221 101,304

法人税等調整額 △62,439 △28,264

法人税等合計 112,781 73,040

少数株主損益調整前四半期純利益 － 115,218

四半期純利益 164,723 115,218
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 277,505 188,259

減価償却費 54,352 51,900

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,358 △51,473

賞与引当金の増減額（△は減少） 114,401 127,702

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △36,249 △41,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,975 △8,514

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,098 4,634

受取利息及び受取配当金 △1,682 △1,753

支払利息 22,763 22,299

固定資産売却損益（△は益） 262 506

売上債権の増減額（△は増加） 618,846 1,938,456

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,354 272,641

仕入債務の増減額（△は減少） △564,603 △824,366

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,631

その他 △30,453 118,228

小計 473,978 1,806,152

利息及び配当金の受取額 1,682 1,753

利息の支払額 △21,328 △20,776

法人税等の支払額 △110,262 △397,929

営業活動によるキャッシュ・フロー 344,069 1,389,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △52,441 △21,477

投資有価証券の取得による支出 △787 △300

貸付金の回収による収入 600 600

その他の支出 △19,267 △5,293

その他の収入 － 161

投資活動によるキャッシュ・フロー △71,896 △26,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △110,000 △170,000

長期借入れによる収入 100,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △332,442 △335,918

配当金の支払額 △70,338 △50,239

財務活動によるキャッシュ・フロー △412,780 △476,157

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △5,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △140,606 880,763

現金及び現金同等物の期首残高 1,559,486 1,243,331

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,418,879

※
 2,124,094
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

項目
当第１四半期連結会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

会計処理基準に関する事項の変更 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年

３月31日）を適用しております。

　これにより、営業利益及び経常利益は67千円減少し、税金等調整前四

半期純利益は8,698千円減少しております。また、当会計基準等の適用

開始による資産除去債務の変動額は9,780千円であります。

　

【表示方法の変更】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

【簡便な会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法

当第１四半期の棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。

２　固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却費の算定は、年間償却予定額を期間按分する方法によっております。

３　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の算定方法は、加味する加減算項目などを重要なものに限定する方法によっております。

繰延税金資産の回収可能性判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境や一時差異等の発生状況に著し

い変化が無いと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

6,991,120千円

なお、減価償却累計額に減損損失累計額を含めており

ます。

※２　債権流動化による受取手形裏書譲渡高

472,348千円

なお、裏書譲渡額のうち資金化していない135,856千円

は流動資産の「その他」に含めて表示している未収入

金としております。

また、流動化に伴う買戻し義務は上限額112,391千円で

あります。

３　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。

　当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約

に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 2,250,000千円

借入実行残高 1,290,000 〃

差引額 960,000 〃

※１　有形固定資産の減価償却累計額

6,959,804千円

なお、減価償却累計額に減損損失累計額を含めており

ます。

※２　債権流動化による受取手形裏書譲渡高

334,434千円

なお、裏書譲渡額のうち資金化していない110,995千円

は流動資産の「その他」に含めて表示している未収入

金としております。

また、流動化に伴う買戻し義務は上限額112,391千円で

あります。

３　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。

　当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入

金未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 2,250,000千円

借入実行残高 1,610,000 〃

差引額 640,000 〃

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

給料及び手当 109,231千円

役員報酬 34,813〃

賞与引当金繰入額 39,036〃

役員賞与引当金繰入額 11,751〃

退職給付費用 10,777〃

役員退職慰労引当金繰入額 4,098〃

減価償却費 20,339〃

貸倒引当金繰入額 15,358〃

※　販売費及び一般管理費の主なもの

給料及び手当 112,001千円

役員報酬 31,234〃

賞与引当金繰入額 43,256〃

役員賞与引当金繰入額 12,000〃

退職給付費用 10,567〃

役員退職慰労引当金繰入額 4,634〃

減価償却費 20,164〃

　 　 　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,588,079千円

預入期間が３か月超の定期預金 △169,200 〃

現金及び現金同等物 1,418,879 〃
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,293,294千円

預入期間が３か月超の定期預金 △169,200 〃

現金及び現金同等物 2,124,094 〃
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　

至　平成22年６月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 10,120,000

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 72,183

　
３　新株予約権等に関する事項

　　　　該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 50,239 5.00平成22年３月31日 平成22年６月30日

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)
　

　
製造事業
(千円)

不動産
賃貸事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

2,391,405109,9982,501,403 ― 2,501,403

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― 3,210 3,210 (3,210) ―

計 2,391,405113,2082,504,613(3,210)2,501,403

営業利益 328,000 44,326 372,327(71,547)300,779

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。　

２　各事業の主な製品

　(1)　製造事業……………消防機器、航空・宇宙機器、工業用品・その他

　(2)　不動産賃貸事業……不動産賃貸収入

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　　　本国以外の連結子会社及び在外支店はないため、記載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　　　海外売上高は連結売上高の10％未満であるので記載を省略しております。
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【セグメント情報】

(追加情報)

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。

　

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、本社に製品・サービス別の営業部を置き、各営業部は取り扱う製品・サービスについて国内外の

包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　従って、当社は営業部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「消防・防災事

業」、「航空・宇宙、工業用品事業」及び「不動産賃貸事業」の３つを報告セグメントとしております。

　「消防・防災事業」は、消防ホースをはじめとする消防・防災用品と防災・救助資機材、テロ対応資機材

などの製造販売を行っております。

　「航空・宇宙、工業用品事業」は、航空機用及びロケット関係部品並びにタンクシールなどの工業用品の

製造販売を行っております。

　「不動産賃貸事業」は、主に本社隣接地に所有する商業施設の賃貸事業を行っております。

　

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

消防・防災
事業

航空・宇宙、
工業用品事業

不動産賃貸
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 1,427,945837,133109,1502,374,228 ― 2,374,228

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 3,210 3,210 △3,210 ―

計 1,427,945837,133112,3602,377,438△3,2102,374,228

セグメント利益 188,90025,552 38,318252,771△81,080171,690

(注) １　セグメント利益の調整額△81,080千円には、各報告セグメントに配分されていない全社費用が含まれておりま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動はありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動はありません。なお、デリバティブ取引については、全てヘッジ会計が適用されております。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

資産除去債務が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の

末日に比べて著しい変動が認められます。

　変動の内容及び当第１四半期連結累計期間における総額の増減は次のとおりであります。

　

前連結会計年度末残高 (注) 9,780千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 ― 〃

その他増減額 56 〃

当第１四半期連結会計期間末残高 9,836 〃
　

(注)　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用

しているため、前連結会計年度の末日における残高に代えて、当第１四半期連結会計期間の期首における残高を

記載しております。

　

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に、前連結会計年度の末日と比較して著

しい変動はありません。
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(１株当たり情報)
　

１  １株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 300円60銭
　

１株当たり純資産額 294円91銭
　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 3,020,368 2,963,165

普通株式に係る純資産額(千円) 3,020,368 2,963,165

普通株式の発行済株式数(株) 10,120,000 10,120,000

普通株式の自己株式数(株) 72,183 72,183

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株)

10,047,817 10,047,817

　

２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益 16円39銭
　

１株当たり四半期純利益 11円47銭
　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎
　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 164,723 115,218

普通株式に係る四半期純利益(千円) 164,723 115,218

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 10,048,309 10,047,817

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年８月10日

櫻護謨株式会社

取締役会  御中

　

藍監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    　古　谷　義　雄    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    　角　田　　　浩    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている櫻護

謨株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成

21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月

30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、櫻護謨株式会社及び連結子会社の平成21年６

月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年８月９日

櫻護謨株式会社

取締役会  御中

　

藍監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    　古　谷　義　雄    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    　角　田　　　浩    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている櫻護

謨株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成

22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月

30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、櫻護謨株式会社及び連結子会社の平成22年６

月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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